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※共著の場合は編集委員の判断による

『千里山文学諭集』投稿規
2(1」蘊＇弱菌宰 l

関西大学大学院文学

『千里山文学論集』福

く投稿賓格＞

l．文学研究科院生協栽会会旦、贄助会員、 特別会員。

く：綸稿種別＞

2．詮文、研究ノート、翻訳（末訳•新訳0) ものに限る）、文献紀介、文献索引。

く・` 論^題発出＞

3.「鯰題是出用紙ーに、 必要事項を全て記入し、指定のアドレスにデータを提出、

または印刷したも(/)を文院協ポストに投函するこ

4.「論遁捉出川紙lの記載内容に変史が生じた場合、論稲と共に変更箇所を記載

した文出を提出する。全ての項目について、この時申し出たものを優先する。

べく執筆要領＞

5．文呈は400字話原稿用紙 60枚以内とし、本文、注、凶、表、写真とも枚数に換

算すなまた、欧文の楊合は 10,000語程度、中国語の場合は 12,000語程度を

H安とすること。

6.「注JIますべて尾注とすること。

7闊表・写真のレイアウトは執筆者が十分な説明を奔き振えた略図によって指

示し、論芍とと もに提出すること。ただし、図表の製版は高価であるため希望

通りのものが作成できない場合があるn

8.docx,d.ocのいずれかの形式で、指定のアドレス：こデータを送i合すること U

9．母話•以外の言業で執筆する楊合はネイテイプチゴックを受けるこら

10羞宅痘遵敷員宏包叫噂を愛り`上-90秘懇坐臆に由罰樗息免，な呼嗜衷均．ー・

生4乙及聾整阻笠且性を皇咄生ゑ_::;._点3．．また、菩助会員、 竹別会員の論稿は編

集委員がチ．て、ソクするこ特じ事情がある湯合は錫使委員会に相談すること。

＜校正‘:>

II.，原則として？校以下とし、劫笙者が釘うこと。執笙者あるいは丘ll屈l所の都合

により 3校目を行う塩合は、編集委員会の判析により発1［日 に支厖を来さない
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御袢1で行う＿。

12校正段隋で(/)論顆の変吏及び改行を要するほどの．り岬・変更は原[lとして認、

めないが、刃＇発行Eに支障を来さない坦合は編集委員会で協議の上、 これを承

認し最貞のむ態で論稿を発表できるよう努めるC

13論稿の他ふ畔 ・執五者紹介の当人の項目についても疇者が校正を行うこ

とそ？洒号については、各項目において執筆者の朱を優先させる。但し、

順序・レイアウト等全体構成に関わることは編集長が決定する。

14校 正(}9)返送期日は厳、]:(/）ごと。人幅に遅れたものは第集委員会の判断により

当該号の拐載を中断し後続号へ見送る＜，た とえ連載中であっても考怠しない。

く抜刷：＞

15．希望部数を論題提出用紙に詑栽することc

16.30部までは執筆者に無料で配布する。それ以上の部数を希望するときは 10部

単位で 1部につき ］00円（現行）を執笹者が負担のこと。

＜．その他＞

17原秘データは執筆者が各自保存しておくこと，

18本誌は機関リボジトリに登録されているため、論文は公開される。

19．論稿の著作権は著者及び文学研究科院生協漉会に帰属し、文学研究科院牛協

議会はこれを著者の訂諾なしに、自由に送叶、引用など臼山に使用することが

できる。

20編梨委員以外に、博士号を所持するものが編集藍督と して論稿の確認を行う，

21投稿希望者が多い場合、掲載の採否は編集委員会がこれにあt-り、掲載を次号

ヘ見送る場合がある。

22．万一、論題提出締切時に投手局の意向を表明しなかったが、論稿提出締切には問

に合い、ぜひとも掲載和希望する事態が生じた場合、編集委員会の協諮におい

て掲栽を許可十ることがある。但し、掲栽希望者が多く全論稿を掲載できない

場合は、あらかじめ論遜を売出していた者を俊先し、後日申し出た名は次号送

りとする。

23以上の規定に著しく反する温合、また、内容及び形式において本論集にべ適格

であると編集委口会が判断した垢合は褐載を不口Trする場合がある~

24．渇載された内容について紛争が生じた場合、著者がこの青を負い、茅者は文学

研究科院と協謡会の登任を問わない。

以上


